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はじめに 

 

 近年、局地的豪雨により各地で被害が発生しており、近畿地方に

おいては、平成 21年には 7月及び 11月に和歌山県、8月に兵庫県で

被害が発生した。 

特に 8月の台風第 9号では、8月 9日の降り始めからの総雨量は佐

用雨量観測所（佐用町円応寺地先）で 349.5mm に達し、時間雨量最

大 89mm を記録した。この総雨量並びに時間雨量は、観測開始以来（33

年間）最高であった。これにより幕山川などでは避難途中に多くの

方々が犠牲となるなど、兵庫県西・北部では人的被害、家屋被害等

甚大な被害が発生した。 

 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第４次評価報告書に

よる気候変動の傾向を踏まえると、局地的豪雨による被害は今後ど

の河川で発生してもおかしくないと言えよう。 

 ところが、佐用町や宍粟市などの治水安全度の低い河川中上流部

において、局地的豪雨への対策は十分でなく、ハード、ソフト共に

被害を軽減できる対策を検討する必要がある。 

 このような背景を踏まえ、局地的豪雨に対しての被害軽減方策を

とりまとめることを目的とし、学識経験者等からなる「局地的豪雨

による被害軽減方策検討会」（以下、検討会）を平成 21年 11 月に設

立し、これまでに５回の検討会を開催した。検討会では、今回発生

した洪水被害に関し、佐用町や宍粟市で実施された検証結果を踏ま

えつつ、急激な水位上昇に対する有効な河川情報及び防災情報のあ

り方、適切かつ迅速な避難のあり方などのソフト対策、超過洪水に

対する河川整備のあり方について検討を進めた。 

 本提言は、検討会においてこれまで審議された局地的豪雨による

被害軽減に対する課題と対応方針並びに具体的な施策について、中

間的にとりまとめたものである。 
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第1章 台風第 9号災害を踏まえた課題整理 

1.1 河川情報及び防災情報の課題 
災害時の情報を伝えるリアルタイム情報としては、レーダ雨量、

雨量、水位、河川カメラ映像、水防警報、洪水予報、水位周知情

報、土砂災害警戒情報、気象予警報などがあり、普段から発信さ

れている事前情報としては、浸水想定区域図、浸水実績図、ハザ

ードマップ、CG ハザードマップ、重要水防箇所図などが作成・公

表されている。 

 

1.1.1 リアルタイム情報の課題 
今回の災害で多数の人的被害が発生した幕山川をはじめ、水位

観測、雨量観測が実施されていない中小河川が存在するものの、

既に観測している水位・雨量については、各河川管理者によりリ

アルタイムでインターネットのホームページ及びメールにより発

信している。しかし、住民の認識が低く、出水時に活用されてい

ない。 

また、佐用町では増水の情報はサイレンにより、避難や被害の

情報は防災無線により住民に伝えられていたが、豪雨中のためサ

イレンは聞こえにくかった。 

 

(1) 観測体制の課題 

① 観測所および防災拠点の被災 

各河川管理者により、雨量・水位の観測は実施しているものの、

災害時に水位観測所が被災しデータの欠測が生じたことにより、

洪水時の水位の状況が把握できない状況となった。 

また、災害時に防災拠点となる役場が浸水し、避難勧告や避難

指示の発令に必要となる河川情報等の把握が困難となり、防災拠

点の機能が発揮できなかった。 

 

② 災害時における情報把握の困難さ 

今回の災害では、中小河川に水位計、雨量計が未設置であった

ことから、水文情報が把握できないこと、河川規模が小さく、急
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勾配であるため、局地的豪雨による急激な水位上昇を予測、把握

することが難しいこと、災害時の被害情報を行政のみでは全てを

把握することが難しいことなど、災害時の情報把握が困難であっ

た。 

 

(2) 送り手側・受け手側の課題 
① 河川情報の利用に関して送り手側と受け手側に意識の差が

存在 

各河川管理者により雨量・水位の観測が実施され、観測した河

川情報をリアルタイムでパソコン・携帯電話によりインターネッ

ト発信しているものの、河川情報を基に自主的に避難を実施した

者が少なかった。河川情報の入手方法が住民に十分周知されてお

らず、河川情報の送り手側（行政等）と受け手側（住民）に河川

情報の利用に関する意識に差が見られた。 

② 受け手側が河川情報を利用しにくい 

現在の河川情報は、河川管理者毎で発信されており、住民は避

難にあたり、どのように情報を入手してよいのか分からない状況

であった。 

 

③ 情報提供ツールにおける課題 

幅広い年齢層に情報を収集しやすいテレビが、災害時に停電で

使用できない状況となっており、各種の情報等の把握が困難な状

況となった。また、各河川管理者が観測している河川情報をリア

ルタイムでインターネット、携帯電話により発信しているものの、

高齢者にとってはパソコンや携帯電話を持っていないことや、受

け手側へ情報の存在や内容を十分に周知していなかったことな

どから、河川情報及び防災情報が災害時に役に立たなかったこと

もあった。 

 

④ 道路通行中の車両への情報提供が不十分 

道路通行中の車両への情報提供がなく、災害時に冠水した道路

を車両が通行し、通行中に被災した。 
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1.1.2 事前情報の課題 
ハザードマップは認識が低く、避難に活用されていない。また、

ハザードマップには、計画の基本となる降雨を対象とした浸水想

定が記載されているものの、浸水区域内に避難場所が設定されて

いたり、浸水想定が存在しない支川では浸水情報がなかったり、

平成 16年に発生した災害情報が周知されていない等、避難に必要

となる情報が不足していた。 

 

(1) ハザードマップ等の課題 
① ハザードマップの認識が不十分 

宍粟市、佐用町ともハザードマップは全戸に配布されているも

のの、宍粟市では「ハザードマップを活用しなかった」割合が約

50%（宍粟市被災者アンケート結果）、「ハザードマップを配布さ

れていることを知らなかった」割合が約 35%（宍粟市被災者アン

ケート結果）と、ハザードマップの認識が低い状況であった。 

 

② ハザードマップの作成において浸水想定の難しい地域が存

在 

上流部の支川では、河道形状、地盤標高のデータ及び水位の観

測データがなく、浸水想定を出していない。ハザードマップに浸

水区域及び浸水深の記載がない地域において、今回の洪水では浸

水等による被害が発生した。 

 

③ 実績洪水による被害情報が活かされていない 

平成 16年の台風 21号などにより、浸水被害が発生している。

このような過去の浸水被害情報は地域における防災及び減災に

役立つが、ハザードマップには、過去の浸水実績の情報が記載さ

れていない。 

 

1.1.3 避難に関する情報の課題 
避難にあたって、ハザードマップがあっても災害時のその時の

情報がないと避難の判断が適切にできないように、事前情報とリ



 5

アルタイム情報の両方が重要である。しかし、これらの情報の提

供や周知において、両方の組み合わせを示すことが不十分である。 

 

(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み合わせが不十分 
住民自らが避難判断するためには、リアルタイム情報と事前情

報との組み合わせにより「どのような危険があるのか」「その危

険が迫っているのか」を知り、判断する必要があるが、現在その

組み合わせの仕方について認識されていない。また、水害による

危険性の認識が不足しており他律的な避難となっている。  

避難にあたっては、ハザードマップや既往の災害実績など事前

に入手しておく情報と災害時の状況や避難勧告などのリアルタ

イムに発せられる情報の両方を適切に組み合わせて避難をしな

ければならない。前述のとおり、それぞれの情報に課題がある上

に、これらの組み合わせを考えた情報の周知や情報提供をしてい

ない。 

 

 

1.2 適切かつ迅速な避難に関する課題 
1.2.1 避難場所、避難経路に関する課題 

浸水想定区域内に避難場所が設定されており、今回の災害時で

も浸水した避難場所が存在した。また、避難経路も浸水したため

避難できない者もいた。 

避難経路においても、急激な谷水の発生や道路と側溝の区別が

つかない等危険な状況となることが把握されていなかった。 

 

(1) 浸水想定区域内に避難場所を設定 
現在の避難場所の考え方は、地震などの災害も含めた避難場所

となっているため、浸水想定区域内に避難場所が存在している。

このため、避難場所が浸水したり、避難場所への避難が困難とな

った。 
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(2) 豪雨時やはん濫時における周辺地形・避難経路の危険性が把握
できていない 

ハザードマップには、浸水区域および浸水深、災害時の避難場

所が記載されているものの、浸水時に避難の可能な経路や、豪雨

時において周辺地形等による危険な箇所、はん濫開始地点や地形

の特徴によりはん濫流が異なるという情報が記載されておらず、

今回の災害では避難途中に被災したり、避難時に危険を感じたり

した者が存在した。 

今回の災害では、避難途中に道路と側溝の境が分からず怖かっ

た等、普段使用している生活道路等でも災害時には危険な箇所と

なるという認識が低い。災害時を意識して普段からまちの状況を

把握していれば、回避できたリスクがある。 

 

1.2.2 地域における災害時の避難や防災の手順に関する課題 
地域によって避難の手順が決まっていたり、いなかったりと異

なる上に、手順どおり行動していない可能性がある。 

また、高齢化の進む地域では、災害時要援護者の避難支援は困

難な状況である。 

 

(1) 避難や防災の手順が確立されていない地域が存在 
地域によっては防災意識に差があり、地域内で避難の目安や行

動手順などが確立されていない所がある。中途半端な目安や手順

では、災害時の危険性をさらに高めることになる。 

 

(2) 高齢者を含む災害時要援護者に対する避難支援が困難 
高齢化の進む地域では、災害時において高齢者を含む災害時要

援護者の比率が高く避難の支援を行う人材が不足しており、災害

時要援護者の避難が困難な状況となっている。 

 

1.3 防災意識の課題 
災害時に避難を決定した理由として、近隣住民や自治会等、他

からの呼びかけで決定した割合が約 65%(宍粟市被災者アンケート
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結果）と他律的な避難が行われている状況となっている。また、

水害に関する知識や認識が低いことから避難途中に被災すること

が生じた。 

 

(1) 防災意識の課題 
① 住民自らによる避難判断が困難 

今回の災害では、自治会や近隣住民の呼びかけで避難を決定し

た割合が高く、避難にあたっては、地域防災力が重要な役割を果

たしていた。一方で、自らや家族で避難を決定した割合が低く、

他律的な避難の傾向が見られる。 

また、防災訓練を実施していても、災害時に自ら避難の必要性

について判断し、行動することができていなかった。 

 

② 水害の危険性に関する認識が低い 

今回の災害では避難途中における被災がいくつか発生した。浸

水が始まってから避難を開始したり、避難途中にはん濫流などに

より危険を感じたりした者が存在する。水害の危険性について、

正しい知識や認識が不足している。 

 

1.4 水防活動の課題 
全国の水防団の実態を見ると、水防団員数および 30歳未満の団

員の占める割合が年々減少傾向にあり、60 歳以上の団員が占める

割合が増加しており、水防活動の充実を図るために人材の育成が

必要な状況となっている。 

 

(1) 地域防災を担う人材不足、地域の水防意識の低下 
水防団員数の減少、団員の高齢化、サラリーマン団員の増加、

実践経験の不足等により、充分な活動ができない状況となってお

り、地域の水防意識の低下、水防知識・技能の伝承・習得が困難

な状況が懸念される。 
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1.5 河川整備の課題 
治水安全度の低い河川中上流部においては、超過洪水により、

堤防の決壊や護岸の破損が発生しやすい。今回の洪水では、溢水

による裏法洗掘による堤防の決壊や護岸の破損、谷部全体でのは

ん濫流の発生、流木、流出土砂の堆積等による流下阻害が生じた。 

 

(1) 超過洪水対策の課題 
① 裏法洗掘による堤防や護岸の破損・決壊による被害が発生 

これまでの河川整備は、計画規模に対して築堤・河道掘削・護

岸・橋梁改築等を実施してきている。しかしながら、今回の洪水

では、溢水における裏法洗掘による堤防の決壊や護岸の破損によ

り、重大な被害が発生した。 

 

② 流出した流木、土砂による流下阻害や全面的なはん濫流の発

生 

千種川流域はＶ字谷地形である等、中山間地域の特性による全

面的な氾濫流が発生した。また、山腹の崩壊や渓流からの流木、

流出土砂の堆積による河床埋塞により流下阻害が生じ、地域の浸

水被害を助長する要因となっている。 
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第2章 局地的豪雨による被害の軽減に向けた対応方針 

2.1 有効な河川情報及び防災情報の対応方針 
2.1.1 リアルタイム情報の対応方針 
(1) 観測体制の対応方針 
① 観測施設が被災してもデータの収集を可能とする体制の構

築 

雨量・水位等の観測施設が災害時に被災した事例を調査し、そ

の原因について対策を行う。また、一つの観測施設が被災した場

合でも、他の観測施設の観測結果から、データを補うことや観測

施設の多重化を行うことが考えられる。 

 

② 浸水に強い防災拠点の構築 

避難勧告や避難指示の発令に必要となる河川情報等の把握が

確実に実施できるように、防災拠点を浸水させないことが重要で

ある。なお、防災拠点が浸水等により被災した場合でも、防災拠

点としての機能が発揮できるように、壊滅的な被害を受けないよ

う浸水に耐えられる構造とするなど、工夫することが重要である。

また、防災拠点の代替施設を複数整備していくことも考えられる。 

 

③ 地域連携による浸水・被害状況等の情報の把握 

浸水・被害状況を行政側のみでは、全てを把握することが困難

であることから、身の回りの浸水・被害状況等について、地域住

民等から提供を受けるなど新たな仕組みを構築することも考え

られる。情報提供においては、地域住民等が利用可能な伝達方法

により協力を得ることが重要である。 

 

(2) 送り手側・受け手側の対応方針 
① 受け手側が入手及び利用しやすい河川情報の提供 

受け手側がリアルタイム情報を避難等に活用しやすくするた

めには、必要な情報を入手及び利用し易くすることが考えられる。 

また、１つの避難情報である河川管理者が発信しているリアル

タイム情報を住民が自ら入手し、避難に活用することが重要であ
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る。このため、河川管理者が提供している河川情報の入手及び利

用方法について受け手側の認識を高めていく。 

 

② 多様なツールによる河川情報の提供 

適切かつ迅速な避難を行うためには、停電時等いかなる場合で

も、誰にでも河川情報を適切に提供する必要がある。また、誰に

でも容易に入手できるように、1つのツールだけでなく多様なツ

ールにより河川情報を提供する必要がある。特に、新しいツール

の扱いが不得手な高齢者等にも確実に入手できる方法で提供す

る必要がある。 

また、災害による危険性を認識し易くするために、視覚的に把

握できる河川情報を提供するツールが必要である。 

 

③ 道路管理者との情報伝達、連携した情報の提供 

災害時における道路の通行状況、浸水情報などについて、道路

管理者と連携し、ドライバーへの情報提供のあり方について検討

することが重要である。 

 

2.1.2 事前情報の対応方針 
(1) ハザードマップ等に関する対応方針 
① 目的に応じたハザードマップの作成 

ハザードマップは使用する人の目的に応じて必要な情報が異

なる。河川管理者は流域全体の状況を確認する必要があり、市町

は、自らのまちの状況を細かく確認する必要がある。 

また、住民は避難行動に活用するため、自らの家から避難場所

までのきめ細かな情報を確認する必要がある。 

この様に目的に応じた情報の記載とそれに応じた縮尺を有す

るハザードマップを作成する必要がある。 

 

② 浸水想定の難しい地域の明示 

浸水想定区域図は、水防法で義務づけられている河川やはん濫

した場合に被害が大きいと予想される河川において作成してい
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るものの、上流部の支川では、浸水想定区域図の作成に必要なデ

ータがなく、ハザードマップに浸水区域及び浸水深の記載がない

地域がある。こうした地域においては、洪水による浸水が生じな

いと誤解されるおそれがあるため、作成されていない地域を明確

にしたうえで、浸水による危険性があることを住民に周知するこ

とが重要である。 

    また、浸水想定区域図は対象河川を拡大し、作成を一層推進

していく。 

  

③ 過去の浸水被害の周知 

過去の被害情報の収集、とりまとめを行い、ハザードマップや

現地に実績の浸水深を表示するなど様々な方法で住民に周知す

ることによって、防災・減災のための活動に役立てる。 

また、浸水実績図の作成、住民の被災体験情報の集約、災害記

録誌等の作成を行い地域住民へ災害記録を伝承していくことも

考えられる。 

 

④ ハザードマップの認識の向上 

ハザードマップの認識の向上のためには、住民が普段から目を

通すものと一体とするなど、日常から目に付くように工夫し、捨

てられない、忘れられないハザードマップとする必要がある。 

また、ハザードマップは配布だけではなく、その活用方法を住

民に周知することが重要である。 

 

2.1.3 避難に関する情報の対応方針 
(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み合わせの対応方針 
適切かつ迅速な避難にあたっては、様々な事前情報とリアルタ

イム情報を、住民自らが組み合わせ、容易に避難の有無や方法を

判断することが可能となるように情報の発信の仕方を考えるこ

とが重要である。 
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2.2 適切かつ迅速な避難に関する対応方針 
2.2.1 避難場所、避難経路に関する対応方針 
(1) 避難場所、避難経路の設定に関する対応方針 
① 浸水区域及び浸水深を評価した避難場所の設定 

住民が安全に避難するためには、浸水しない避難場所、避難経

路を設定することが重要である。このため、地震などの災害だけ

でなく水害への対応を考慮し、浸水想定区域の拡がりおよび避難

場所、避難経路における浸水深の評価を行ったうえで、避難場所、

避難経路の設定を実施することが重要である。 

 

② 周辺地形、避難経路の危険性を把握する取り組み 

住民が安全に避難するためには、避難の可能な経路、地域の災

害時の周辺地形等による危険箇所を評価し、その情報を周知する

必要がある。 

災害時に安全に避難できる経路や周辺地形等による危険箇所

を把握するためには、日常のまちの状況や避難時の危険性を知る

ため、住民自らが地域を歩き調査をする。その結果をハザードマ

ップとしてとりまとめる。 

 

(2) 安全な避難行動の取り組み 
安全な避難行動を行うためには、避難に関する情報や指示に従

って早めの避難を行うことが前提ではあるが、やむなく、浸水が

始まってから避難を行わなければならない場合や豪雨時の夜間

の場合などは、避難時のリスクを極力回避する必要がある。この

ため、リスクの回避をするための考え方を整理し、事前に情報を

提供することが重要である。 

 

2.2.2 地域における災害時の避難や防災の手順に関する対応方針 
(1) 避難や防災の手順の確立に向けた対応方針 
① 地域ごとの避難や防災の手順の確立 

住民が安全に避難するためには、地域の地形、世帯数、年齢構

成、コミュニケーションなどの特徴に応じて避難の目安や避難に
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対応した連絡体制、各自の役割分担を明確にする。 

また、市町村が発令する避難勧告等の内容について正しい理解

を得るとともにとるべき行動の周知を普段から行っておくこと

が必要である。 

 

② 災害時要援護者に対する避難体制の整備 

河川情報や避難情報などが入手しにくい上に、十分な避難活

動を行いにくい災害時要援護者の支援は行政だけでは限界があ

る。避難活動における自助、共助、公助が一体となってそれぞ

れを補完することが重要であり、地域との連携により避難体制

を整備する。 

 

2.3 防災意識の向上の対応方針 
(1) 地域の防災総合力の向上の対応方針 
行政の力だけで、地域を水害から守るのは難しいことから、行

政機能と地域防災力を合わせた防災総合力を高め地域を守る必

要がある。このため、まずは住民個々の防災意識を高め、「他律

的な避難」から「自律的な避難」への意識改革を図るとともに実

践的な防災訓練や水害の危険性や水防の重要性を学ぶ防災教育

を行うことが重要である。 

 

2.4 水防活動の対応方針 
(1) 地域防災を担う人材の育成および人員の確保、水防意識の向上  
の対応方針 

地域防災にあたっては、一人ひとりが水防の意義および重要性

を理解し、災害時に水防の知識・技能が発揮できるように水防演

習や水防講習会を実施することが重要である。 

また、地域の高齢化により地域防災を担う人員が不足し、高齢

者が地域防災に関わる度合いが増している地域においては、企業

や NPO 等による水防への協力体制の構築が重要である。 
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2.5 河川整備の対応方針 
(1) 超過洪水対策の対応方針 
① 少しでも壊れにくい堤防整備 

河川と山に挟まれた狭い範囲に集落がある中山間地域では、堤

防が決壊すると集落全域が短時間に浸水する可能性があること

から、人家の多い集落など必要に応じて、越水した場合でもでき

るだけ堤防が壊れにくく、壊れるまでの時間を遅らせる整備を実

施することが重要である。 

また、堤防の決壊または越水により発生するはん濫流の流速を

弱め、堤防付近の家屋被害を軽減させる取り組みも重要である。 

 

② 流域一体となった取り組み 

超過洪水により、重大な被害が発生しないように、堤防整備

だけでなく、地区毎の土地利用に応じた、住宅のみを守る対策

などの流域における治水対策及び、土砂・流木の流出対策等の

流域一体となった取り組みを実施する。 
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第3章 具体的施策 

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 
3.1.1 リアルタイム情報の施策 
(1) 観測体制の施策 
① 観測施設の強化、多重化 

観測を確実に継続するため、観測施設が浸水した場合でも、テ

レメータ設備・記録装置などの機器類は浸水しない高さに設置す

る必要がある。また、水位観測機器が流木等により損傷する危険

性があるため、H形鋼等による保護工を設置し、観測機器の補強

を行う必要がある。 

なお、観測施設が被災した場合でも、他の観測施設の観測デー

タを活用した補完方法を予め検討し整理しておく必要がある。さ

らに、観測が確実に継続できるように洪水や水防の予警報に関す

る基準観測所などの重要な観測施設については、観測機器等の二

重化を進める必要がある。 

 

② 防災拠点の耐水化及びネットワーク化 

防災拠点としての機能を確保するため、非常電源施設や各種通

信機器を設置している災害対策本部は浸水深より高い場所に移

設する必要がある。 

防災拠点が被災した場合でも、代替施設での避難勧告や避難指

示の発令が出来るように市町村合併後の支所等を活用した防災

拠点のネットワーク化を進める必要がある。 

 

③ 地域住民等と連携した情報把握の取り組み 

浸水・被害状況等の確実な情報を早期にかつ広範囲に把握する

ためには、事前にモニター登録した地域住民から「降雨状況」や

「浸水状況」について携帯電話等により行政に報告してもらう浸

水モニター制度を活用していくことが必要である。また、専門知

識を活かして詳細な洪水や被災の情報を把握することが可能で

ある水防団、防災エキスパート、樋門・排水ポンプ操作員等を活

用する方法を検討する必要がある。 
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その他にも、24 時間営業するコンビニ、地域の地理に詳しく

堤防沿いや橋を通る機会の多いタクシー乗務員が所属するタク

シー組合等の民間企業と連携し、身近な浸水・被害状況等を把握

することが考えられる。さらに、インターネットで幅広い住民間

で掲示板などを通して情報交換できるソーシャルネットワーキ

ングサービスを活用した情報収集についても進めていく必要が

ある。 

 

(2) 送り手側・受け手側の施策 
① 受け手側が入手及び利用しやすい河川情報の提供の取り組

み 

河川情報がそれぞれ河川管理者から発信されているが、1つの

サイトで全ての情報が見られるようにポータルサイトを作成し、

住民が情報を入手し易いようにすべきである。また、居住地に関

係する必要な河川情報を入手しやすくするため、受け手側がサイ

トに登録することで、必要な河川情報をメールで知らせる仕組み

や、ポータルサイト内でも河川情報を郵便番号や住所等から検索

できる仕組みが必要である。 

また、河川管理者が提供している河川情報に関し、受け手側の

入手方法の認識を高め、避難に活用してもらうため、防災に関す

るイベント等でのパンフレット、広報誌、洪水ハザードマップ等

の配布及び説明により、河川情報を周知すべきである。 

 

② マスコミ等を利用した多様なツールによる河川情報の提供

の取り組み 

適切かつ迅速な避難を行うにあたっては、停電した場合でも使

用できるラジオや携帯電話により河川情報を提供する必要があ

る。 

また、多様なツールとして具体的には、インターネットや携帯

電話のみならず幅広い年齢層が活用できる地上デジタル放送、ケ

ーブルテレビ、ラジオなどのマスコミを利用した迅速かつ確実な

河川情報等の提供、市町で整備している防災無線、光ファイバー
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を活用した音声お知らせ装置、災害対応型自動販売機、情報板等

の既存施設を活用した情報提供を実施する必要がある。 

また、住民が増水の状況などを素早く知る必要があることから、

河川カメラ映像と現在の水位が入った横断図を一つの画面で見

られるように工夫することも必要である。 

特に、地上デジタル放送は、視覚的に危険を周知させることが

できる河川カメラ映像を提供できるほか、地域毎の河川情報等を

一律に提供でき、きめ細かな河川情報を提供することが可能であ

る。 

 

③ 道路管理者との情報伝達、連携した情報の提供の取り組み 

河川管理者と道路管理者とが情報を共有するため情報伝達網

の構築を進めるとともに、道路の浸水情報を提供するための道路

情報表示板や注意喚起看板を設置する必要がある。 

また、カーナビへの浸水情報等の提供も考えられる。 

 

3.1.2 事前情報の施策 
(1) ハザードマップ等の周知に関する施策 
① 目的に応じたハザードマップの作成 

ハザードマップの作成に用いる地図は使用する人の目的に応

じた縮尺を使用する必要があり、河川管理者は、河川全体を把握

するため浸水区域及び浸水深を記載した縮尺が 1/25,000～

1/50,000 程度の地図が必要であり、市町は、自らのまちの状況

を細かく把握するため浸水区域及び浸水深や危険箇所などを記

載した縮尺が 1/10,000～1/15,000 程度の地図が必要である。 

また、住民は避難時の危険箇所等を把握するため自宅の位置、

避難場所、避難経路、周辺の危険箇所などを記載した縮尺が

1/1,500～1/3,000 程度の住宅地図等が必要である。 

 

② 浸水想定の難しい地域が把握できるハザードマップの作成 

浸水想定区域図が作成されていない地域については、未作成で

あることを明記するとともに、未作成の範囲に着色するなどハザ
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ードマップの改良を行う必要がある。 

また、今後は対象河川を拡大し浸水想定区域図の作成を進めて

いく。 

    

③ 過去の浸水被害を周知する取り組み 

浸水実績図の作成、公表及びハザードマップ等に過去の災害に

おける実績の浸水履歴を記載する必要がある。 

また、過去の災害時の実績浸水深や避難場所への誘導を記載し

た標識を地域に設置する「まるごとまちごとハザードマップ」の

取り組みについても実施すべきである。 

なお、「まるごとまちごとハザードマップ」の取り組みについ

ては、モデル地区にて社会実験を行い、その結果を分析・評価し、

より効果的な取り組みを提案していく。 

 

④ 日常の生活に密着したハザードマップの作成 

ハザードマップの認識を高めるために、住民が普段から目を通

すゴミの日カレンダーなどと一体となったハザードマップを作

成するなど、ハザードマップを日常の生活に密着させるべきであ

る。 

また、人が集まる防災に関するイベントでのハザードマップの

提示、防災に関するワークショップ等の開催、ハザードマップを

活用した避難経路を確認する防災訓練を実施し、認識を高めるこ

とも必要である。なお、ワークショップ等の開催にあたっては、

ハザードマップを周知するだけでなく、ハザードマップに記載さ

れている情報の理解を深め、リアルタイム情報から何を取得し、

避難に活用していくかなどを話し合う場とすることが大切であ

る。 

ゴミの日カレンダー等と一体となったハザードマップ作成の

取り組みについては、「捨てられないハザードマップ」として、

モデル地区にて社会実験を行い、その結果を分析・評価し、より

効果的な取り組みを提案していく。 
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3.1.3 避難に関する情報の施策 
(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み合わせの施策 
① 事前情報とリアルタイム情報の具体的な利用の仕方を周知 

避難に関する情報として、雨量・水位等の河川情報、水防警報・

洪水予報や気象予警報等のリアルタイム情報が各河川管理者等

から別々に情報発信がなされている。また、平常時からの事前情

報としては、浸水想定区域図、ハザードマップや浸水実績図があ

る。 

これらの情報はどちらか一方だけでは避難の判断が難しく、両

方をうまく組み合わせて避難判断する必要がある。これらの情報

を使いやすくするため、各河川管理者毎で別々に発信しているリ

アルタイム情報を1つのサイトですべての情報が見られるように、

ポータルサイトを作成し利用方法を明らかにするとともに情報

を入手しやすくする。また、事前情報についても浸水実績の記載

や目的に応じた縮尺にするなど活用しやすいハザードマップに

改良する。そのうえで、それらの情報の組み合わせ方法について

提案を行い住民が避難行動に資する方法を周知する。  

 

② ハザードマップや「まるごとまちごとハザードマップ」等へ

のＱＲコード等の記載 

浸水区域や浸水深、避難場所等、避難に必要となる情報が記載

されているハザードマップや「まるごとまちごとハザードマッ

プ」等に、居住地に関係する河川情報が容易に入手できるＱＲコ

ードやリアルタイム情報の入手先のアドレスやＱＲコードを記

載するとともに、住民に対して活用方法を周知すべきである。 

なお、ハザードマップや、「まるごとまちごとハザードマップ」

等にＱＲコードを記載する取り組みについてはモデル地区にて

社会実験を行い、結果については分析・評価し、より効果的な取

り組みを提案していく。 
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3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 
3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策 
(1) 災害時に利用できる避難場所、避難経路の設定に関する施策 
① 浸水区域および浸水深を考慮した避難場所の設定 

LP データを用いるなど、より詳細な地形を反映したはん濫シ

ミュレーション等により、避難場所、避難経路の浸水深を評価し、

避難場所、避難経路を設定する必要がある。また、避難場所、避

難経路が浸水により利用できないことが想定される場合は、浸水

区域および浸水深、はん濫流の拡がりや速度、危険箇所の所在を

踏まえ、高台等、高いコンクリート建造物への一次避難を含む、

災害時に利用できる避難場所、避難経路を新たに設定する必要が

ある。 

 

(2) 避難時の危険箇所の認識に関する施策 
① 周辺地形・避難経路の危険性を周知する取り組み 

住民が避難行動に利用するハザードマップには、住宅地図

（1/1,500～1/3,000 程度）など個々の建物や地域の状況が具体

的に分かる縮尺を用いて避難経路の危険性、土地の高低差、勾配

など地形の特徴等を記載する必要がある。 

さらに、災害時に危険となる箇所や、避難経路における危険性

を把握するためには、地形の特徴、想定される浸水範囲および浸

水深、過去の災害の状況等の情報と危険な箇所等に関して伝承や

経験による地域住民の知見を上手く一つにまとめる必要がある。

このため、住民と河川管理者等が一緒にまちを歩き、避難経路や

避難場所の安全性、地形的に低いところや危険な水路等を確認し、

できるだけ改善を図るとともに、これらの情報についてアイコン

を使用し解りやすく記載した地区毎の防災マップ（以下、「マイ

防災マップ」という）を住民が主体となり作成する取り組みを実

施すべきである。マイ防災マップは住民自らが主体となり作成し

ていくことから、途中のプロセスにおいて、避難の手順、避難に

必要な情報等を学ぶこととなり「使いやすい」「理解しやすい」

ものとなる。また、国や地方公共団体は作成過程において必要な
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情報や防災に関する知見などの提供を行いこれを支援する。 

日常のまちを歩き、まちの状況を認識する取り組みとしては、

歩きながら、自ら、または、まちの人に聞きながら地域の危険箇

所や、災害の時に役立つものを探す「防災タウンウォッチング」

や、地域の環境を知る「グリーンマップ」の方法が有効である。 

なお、マイ防災マップの作成については、モデル地区にて社会

実験を行い、結果については分析・評価し、より効果的な取り組

みを提案していく。 

  

(3) 安全な避難行動に関する施策 
避難行動を行う場合のリスクは、はん濫流による家屋倒壊の可

能性、家にとどまった場合の 2階以上への浸水の可能性、避難時

の歩行避難困難度の拡がりの 3項目が考えられる。やむなく浸水

が始まってからの避難となる場合においては、これら３項目に関

して、家屋倒壊の危険性がなく、自宅の 2階以上に浸水が及ばず、

歩行による避難が困難となると想定されれば、緊急的に自宅の 2

階への垂直避難も考えられる。 

なお、安全な避難方法を判断するための情報については、住民

が普段利用している単位（秒速表示[m/s]を時速表示[㎞/h]にす

るなど）で表現し、分かりやすくする必要がある。 

 

3.2.2 地域における災害時の避難や防災の手順に関する施策 
(1) 地区ごとの避難や防災の手順の確立に向けた施策 
① 地区版防災計画の作成 

マイ防災マップを作成する検討会等において、住民自らが、伝

承や経験に基づく避難の目安、行政からの洪水予報等による避難

の目安、避難勧告等の避難情報等を整理し、避難の判断や行動手

順を決定する必要がある。さらに、自らの避難判断目安として設

定した雨量や水位に応じた具体的な避難内容や連絡体制を詳細

に決定することも必要である。なお、これらについて掲載した地

区版防災計画を作成し、マイ防災マップとあわせて、地域住民に

配布する必要がある。国や地方公共団体は作成過程においてデー
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タや防災に関する知見などの提供を行いこれを支援する。 

なお、自治会毎での地区版防災計画の作成については、モデル

地区にて社会実験を行い、結果については分析・評価し、より効

果的な取り組みを提案していく。  

 

② 地区版防災計画に災害時要援護者に対する避難体制を明記 

災害時要援護者の避難にあたって、地域の状況に即した自

助・共助・公助のあり方を明確にし、支援担当者と役割をあら

かじめ定めて地区版防災計画に位置づける必要がある。 

 

3.3 防災意識の向上の具体的施策 
(1) 防災意識の向上の施策 
① 地域の防災総合力を高めるための取り組み 

水害から地域を守るために防災総合力が発揮でき、自律的な避

難判断を可能にするためには、水害体験談集の作成・配布や災害

の語り部による出前講座等により、過去の災害を風化させない取

り組みや、ハザードマップやマイ防災マップを活用し、過去の出

水データを基に情報伝達や、避難判断等を行う実践的な防災訓練

等を実施すべきである。 

また、まるごとまちごとハザードマップのように過去の災害時

の実績浸水深や避難場所への誘導を記載した標識を地域に設置

することにより、地域の防災意識を高めていくべきである。さら

に、中長期的な視点から子どもを通じた地域の防災意識向上とい

うアプローチも不可欠である。 

なお、ハザードマップやマイ防災マップを活用した実践的な防

災訓練については、モデル地区にて社会実験を行い、結果につい

ては分析・評価し、より効果的な取り組みを提案していく。 
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3.4 水防活動の具体的施策 
(1) 水防活動の施策 
① 地域防災を担う人材の育成および人員の確保、水防意識の向

上の取り組み 

一人ひとりが水防の意義および重要性について理解し、水防意

識の向上、知識・技能の伝承・習得を図るため、水防団、消防団、

防災エキスパート、行政のＯＢなど、水防関係業務に携わった経

験を有し、水防知識・技能の伝承・指導を行う水防専門家による

水防講習会や水防演習を実施する必要がある。また、家庭でも出

来る簡易水防工法を水防演習に取り入れ、地域住民が体験するこ

とで住民の知識向上につながると考えられる。 

さらに、水防団員の高齢化や減少が進むなか、水防協力団体制

度を活用した NPO との連携や、地域企業等との協力体制を構築し、

地域防災を担う人員の確保を図る必要がある。 

 

3.5 河川整備の具体的施策 
(1) 超過洪水対策の施策 
① 少しでも壊れにくい堤防整備の取り組み 

水衝部、旧河川跡、堤防決壊の実績がある箇所等、堤防の決壊

の恐れが高い箇所については、超過洪水により越水した場合にお

いて、少しでも堤防が壊れにくく、壊れるまでの時間を遅らせる

など、危険度を軽減する整備として、巻堤や側帯等の堤防の補強

が考えられる。ただし、一般の堤防区間において越水しても堤防

を壊れないようにする技術については、現状では確立されていな

いため、今後、研究・技術開発が必要である。 

また、はん濫流による堤防付近の家屋被害を軽減するためには、

はん濫流の勢いを弱める効果がある水害防備林が有効であると

考えられる。 

 

② 流域一体となった取り組み 

超過洪水が発生した場合において、連続堤と比べ下流域に対

する負担軽減にもなり、被害を最小化させる対策として輪中堤、
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二線堤などの整備が有効である。また、住民自ら対策を行う必

要もあり、家の床を高くしたり、防水機能のある壁を設置する

耐水性建築等の取り組みについても有効である。 

今回の災害では山腹の崩壊や渓流からの流木、流出土砂の堆

積による河床埋塞により流下阻害が発生したことから、重大な

被害に繋がる山林からの土砂・流木の流出による流下阻害を防

ぐため、森林、砂防施設を整備するとともに森林の保全を行う

ことが有効である。なお、保全にあたっては、地域住民と連携

を図り、「里山砂防」を実施する取り組みが有効である。 
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おわりに 

 

これまでの検討会の審議の結果を踏まえ、台風第 9 号災害を踏ま

えた課題、局地的豪雨による被害の軽減に向けた対応方針ならびに

具体的な施策について、中間とりまとめを行った。 

今後、以下に示す具体的な施策について、モデル地区において社

会実験を行い、社会実験の取り組みについて、ＰＤＣＡサイクルに

より検証・内容の見直しを実施することとしている。 

 「今回実施する施策」 

①マイ防災マップ作り 

②ハザードマップやマイ防災マップ、「まるごとまちごとハ

ザードマップ」へ河川情報 QRコードの掲示 

③マイ防災マップとハザードマップを活用した実践的な防

災訓練の実施 

④捨てられないハザードマップとして、ゴミの日カレンダ

ーと一体となったものの作成、自治会の掲示板への掲載 

⑤過去の災害時の実績浸水深や避難場所への誘導を記載し

た標識をまちの中に設置 

⑥災害時の役割分担や災害時要援護者の情報などをとりま

とめた自治会単位での地区版防災計画の作成  

 

なお、兵庫県では、「兵庫県台風第 9号災害検証委員会」を設立し、

災害における県の対応について、応急対策を中心に検証を行い、そ

の結果を地域防災計画に反映するなど、今回の経験を防災・減災に

生かし、今後の台風・局地的豪雨等大規模風水害における被害の軽

減に資するための取り組みを行っている。また、宍粟市では「宍粟

市台風第 9号災害検証及び復興計画検討委員会」を、佐用町では「佐

用町台風第 9 号災害検証委員会」をそれぞれ設立し、災害への市、

町の対応を検証し、今後の防災対策の充実強化に資するための取り

組みを行っている。それぞれの検証委員会では、各自治体における

防災体制等の個別課題について検証結果を踏まえ提言等についてと
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りまとめを行っているところである。本検討会は、これまで、これ

らの検証委員会と連携を図り検討を進めてきた。今後は各検証委員

会の結果及び、前述の社会実験の検証結果を踏まえ、局地的豪雨に

おける被害軽減方策として河川情報及び防災情報のあり方、適切か

つ迅速な避難のあり方等について最終提言としてとりまとめる予定

である。  
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参考資料

具体的施策

【事例集】

参-1



河川水位の観測は、流水に直接機器を投
入して観測することから、流下物の衝突や
土砂詰まりなどの影響で観測不能となる
場合がある。
平成２１年８月９日台風９号 円山川

京口水位観測所 流木衝突により送信機が破損

デジタルセンサー（主）

観測を確実に継続するために、観測機器の
二重化に取り組んでいる。

副水位計

主水位計

水圧式

デジタル式

送信機

副センサー

主センサー

副センサー

○観測施設の強化、多重化の事例

(1)観測体制の施策 ①観測施設の強化、多重化

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

・災害対策本部、各種
通信機器を含めた防災
拠点機能を浸水深より
高い場所へ移設（京都
府大江町）

○防災拠点の耐水化及びネットワーク化の事例

防災拠点機能（１Ｆ）

防災拠点機能（２Ｆ）

防災拠点機能（１Ｆ）

防災拠点機能（２Ｆ）

防災拠点の移転
出典：第１回流域治水検討委員会（行政部会）資料

・市町村合併後の支所等を活用し、防災機能のネットワーク化を
図る。

防災拠点のネットワーク化

(1)観測体制の施策 ②防災拠点の耐水化及びネットワーク化

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

参-2



○浸水モニターの事例（猪名川河川事務所）
浸水モニター制度

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③地域住民等と連携した情報把握の取り組み

○水防団、防災エキスパート、樋門・排水ポンプ操作員等からの洪
水や被災の情報把握の事例（四国地方整備局）

洪水時に水防団、防災エキスパート、樋門・排水ポンプ操作員等から洪水や被災の情
報などを提供してもらう

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③地域住民等と連携した情報把握の取り組み

参-3



斐伊川・神戸川
流域において洪
水時の情報をい
ち早く収集するた
めに、地域のコン
ビニエンスストア
やタクシー組合に
協力を依頼し、情
報収集体制を強
化

○民間企業（コンビニ・タクシー組合）と連携した
情報把握の事例（出雲河川事務所）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③地域住民等と連携した情報把握の取り組み

○被災状況の報告
○ボランティアセンター、
避難所、道路の不通
箇所などの案内

○古タオルを送ろうの呼びかけ
（４日間で２万枚超）
○ボランティアバスの案内、募集
○ボランティアから現場の様子、不足物資
などを報告

まわりの人たちが動き
出す。

８月11日（火）
以降

○福知地区が孤立（午前）
※現地から集落全体の安否報告
→電話、携帯が不通であったが、光回線
で地域ＳＮＳを活用することができた

○豪雨災害情報コミュニティ立ち上げ

○被害状況の動画報告
※CATV放送不可、
役場のＨＰ更新不可

○緊急防災・災害関係情報コミュニティに
西播磨豪雨関係のトピックス
○兵庫県のお知らせから公式情報を発表
知事会見、交通、ライフライン、被害状況など

マスコミ報道では、伝
わらない現地の様子を
伝える。

８月10日（月）

○揖保川上流部で１ｍ増水、土砂
災害警戒の情報提供（20:10）
○揖保川が溢水と写真付きで
書き込み（深夜）

○水位データの情報アップ
○役場が浸水。電気、水道、ＣＡＴＶ
などが不通との書き込み（深夜）

○ブログ等からのレポートはじまる
・停電、防災無線不通、交通情報など
※町内に避難指示（20:30）→防災無線で連絡

・21時すぎからブログ等に書き込み

ブログ、コトログ等によ
る被災状況のリアルタ
イムレポート

８月９日(日)

しそうＳＮＳ・Ｅ-宍粟さよっち（佐用町）ひょこむ取り組み

○被災状況の報告
○ボランティアセンター、
避難所、道路の不通
箇所などの案内

○古タオルを送ろうの呼びかけ
（４日間で２万枚超）
○ボランティアバスの案内、募集
○ボランティアから現場の様子、不足物資
などを報告

まわりの人たちが動き
出す。

８月11日（火）
以降

○福知地区が孤立（午前）
※現地から集落全体の安否報告
→電話、携帯が不通であったが、光回線
で地域ＳＮＳを活用することができた

○豪雨災害情報コミュニティ立ち上げ

○被害状況の動画報告
※CATV放送不可、
役場のＨＰ更新不可

○緊急防災・災害関係情報コミュニティに
西播磨豪雨関係のトピックス
○兵庫県のお知らせから公式情報を発表
知事会見、交通、ライフライン、被害状況など

マスコミ報道では、伝
わらない現地の様子を
伝える。

８月10日（月）

○揖保川上流部で１ｍ増水、土砂
災害警戒の情報提供（20:10）
○揖保川が溢水と写真付きで
書き込み（深夜）

○水位データの情報アップ
○役場が浸水。電気、水道、ＣＡＴＶ
などが不通との書き込み（深夜）

○ブログ等からのレポートはじまる
・停電、防災無線不通、交通情報など
※町内に避難指示（20:30）→防災無線で連絡

・21時すぎからブログ等に書き込み

ブログ、コトログ等によ
る被災状況のリアルタ
イムレポート

８月９日(日)

しそうＳＮＳ・Ｅ-宍粟さよっち（佐用町）ひょこむ取り組み

■宍粟市中心部の写真報告（９日深夜）

■被災地に古タオルを送ろうプロジェクト

■動画による現地レポート（10日早朝・佐用町長谷）

台風９号災害への対応台風９号災害への対応 動画レポート

被害の状況
死者 20人
行方不明 ２人
床上浸水 1,102件
床下浸水 1,537件
（８月19日現在）

災害発生時に地域ＳＮＳが果たした役割

■佐用川水位データ
８月９～10日

リアルとバーチャル
のつながり

○全国の地域ＳＮＳが協力
○仕分け、配送のボランティア
によるリアルな活動につながる

■住民ディレクターによる
ボランティアレポート

通行止め

ボランティアセンター

■コミュニティマップによる情報提供

■マスコミでは報道されない
被災地の情報をレポート

○SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した
情報収集の事例（兵庫県）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

(1)観測体制の施策 ③地域住民等と連携した情報把握の取り組み
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姫路河川国道事務所 携帯メールへの「水位情報配信サービス」

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

①受け手側が入手及び利用しやすい
河川情報の提供の取り組み

【特徴】
○ユーザが情報の欲しい観測所が選べ、情報が携帯メールに配信されることから洪水対応が速やかに
とることが出来る。屋外に長時間滞在する人に対して有効。

●小学生に配布したリーフレット

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
①受け手側が入手及び利用しやすい
河川情報の提供の取り組み(2)送り手側・受け手側の施策

○パンフレットの配布による河川情報の周知の事例
（兵庫県）
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兵庫県フェニックス防災システム携帯版

【特徴】
○兵庫県内に限定した水位・雨量情報を提供しており、確認したい水位・雨量観測点まで容
易に辿り着くことができる。外出時にでも容易に情報を入手できる

トップ画面 降雨レーダー 河川水位 雨量

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○携帯電話による河川情報提供の事例（兵庫県）

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

○地上デジタル放送を活用した河川情報の提供の事例
（京都府）

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施設
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○ラジオ局との連携した取り組み事例（兵庫県豊岡市）

コミュニティ
FM局

●コミュニティFM局と連携し、電話回線を通じ、防災情
報などを放送する。

豊岡市 覚書

【緊急放送の内容】
①震度5以上の地震発生した場合
②火災が発生し類焼が予想される場合
③災害対策本部が設置された場合
・河川水位の状況、避難勧告等

④台風が接近しまたは接近する恐れがある場合
⑤暴風雨、大雨、大雪、津波警報等が発令され伝達す
る必要がある場合
⑥その他人命に関わる事態が発生し、緊急に伝達する
必要が生じた場合

非常割込用放送（緊急放送）

電話、ＦＡＸ

緊急放送

電話、ＦＡＸ

この取り組みは、防災無線（全戸配布済み）の補完的な役割として運用している

市役所

住民

消防機関

放送局

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○放送事業者等と連携した河川情報提供事例
（安心・安全公共コモンズ）

現在、住民に対する河川情報等はインターネット等で提供しているが、高齢者等の情報弱者を
含む多くの住民に迅速かつ的確に情報提供するために、兵庫県では様々なメディアと連携する
共同利用型のシステムを検討している。
平成22年3月8日には、システム実用化をめざして、放送事業者や自治体など関係者の参加の
もと実証実験を行った。

安心・安全公共コモンズ

兵庫県システム

収集
各ﾒﾃﾞｨｱ向け
変換

配信情報

入力
情報

全国システム

NHK神戸

〔放送事業者等〕

サンテレビ

姫路CATV

BAN-BANテレビ

神戸新聞社

ラジオ関西

FMわいわい

配信
情報

水位、雨量

道路情報
緊急医療情報
防災物資情報
水・食料に関する
情報など

避難準備
避難勧告
避難指示

避難所情報など

各ライフライ
ンの不通、復
旧情報など

住
民

防災情報ｼｽﾃﾑ
（フェニックス）

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
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防災無線による情報伝達

【平常時】
○町のお知らせ放送

【災害時】
○被害情報
○危険情報
○避難勧告等の災害情報

配備状況 全戸配備

○防災無線による情報周知の取り組み事例（佐用町）

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○光ファイバーによる情報周知の取り組み事例
（宍粟市：音声告知放送『しーたん通信』）
市内のどこにお住まいの方にも、防災情報をはじめとする重要
なお知らせを均一かつ敏速に伝達する必要がある

市役所からの防災・行政情報は、光ファイバ網を経由し、各家
庭に無償で配布する「音声お知らせ装置」により情報を伝達
・光ケーブル：H20,21に全域に整備
・音声お知らせ装置：H22までに全戸設置

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
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○自動販売機を活用した災害情報の提供の事例

○「地域情報」メッセージ表示

自治体からのお知らせやイベント案内
等を表示

災害対応型自動販売機

・販売機のLEDメッセージボードに、災害情報や行政情報を表示できる

平常時

○ニュースメッセージ表示

速報ニュースをリアルタイムで表示

○「災害情報」メッセージ表示

緊急時に、自治体より災害情報
（避難場所、地図情報等）をリア
ルタイムに表示できる

災害時

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

●河川情報表示板

●水位情報表示板

○河川管理者による情報板を活用した河川情報の周知の
取り組み事例（福知山河川国道事務所）

駅前や市役所等地域住民が多く集まる場所において、雨量や水位
などの河川情報を表示し、浸水時の迅速な避難等洪水被害の軽減
を図るために設置している。
また、平常時には自治体広報等暮らしに役立つ情報も提供している。

【 掲載情報例 】

地域住民や河川に隣接する道路や橋梁などの通行車両へ、
雨量や水位など河川状況を情報提供し、道路冠水による立ち
往生の防止等洪水被害の軽減を図るために設置している。

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

参-9



姫路河川国道事務所ＨＰ

トップページから、画像
をクリックしていくと情報
が閲覧出来るようになっ
ている。

○河川カメラ映像と水位の入った横断図を一つの画面で
見ることができる水位情報提供の事例

②マスコミ等を利用した多様なツール
による河川情報の提供の取り組み

(2)送り手側・受け手側の施策
3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策

○道路情報板や注意喚起看板の設置による
情報提供の事例

●注意喚起看板の設置

出典：由良川流域懇談会

●道路遮断機の整備

出典：京都府提供

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
③道路管理者との情報伝達、連携した
情報の提供の取り組み(2)送り手側・受け手側の施策
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○カーナビにより防災情報を提供する取り組み事例

出典：本田技研工業株式会社HP

豪雨地点予測情報

豪雨が予測される場合は、予測区域
への侵入地点と侵入時刻、周辺の豪
雨情報を表示

防災情報の提供イメージ（豪雨情報の例）

・雨や雪など自然災害に関する情報を適切なタイミングで提供

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.1 リアルタイム情報の施策
③道路管理者との情報伝達、連携した
情報の提供の取り組み(2)送り手側・受け手側の施策

○ハザードマップに実績の浸水実績を記載した事例

事例（南あわじ市 洪水ハザードマップ）

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
③過去の浸水被害を周知する
取り組み(1)ハザードマップ等の周知に関する施策
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事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績浸水深や避難場所への誘導を記載した標識の
設置事例

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
③過去の浸水被害を周知する
取り組み(1)ハザードマップ等の周知に関する施策

○「防災の日」イベントにおけるハザードマップの提示
の事例

・防災の日における洪水ハザードマップの周知（山形県山形市）

出典：洪水ハザードマップ作成の手引き

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した
ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策
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○ワークショップによるハザードマップの周知の事例

ワークショップ等を通して情報を理解してもらい、ハザードマップから何がわかるか、何が足りな
いか、リアルタイム情報から何を取得していくのかを話し合う場とする

・ハザードマップの改善点の他に、
地図ができた後に地域でどのよ
うにして活用していくのかが大事
であるとの意見がでた。

【効果】

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した
ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策

・ワークショップによるハザードマップの周
知（札幌市）

○ハザードマップを活用した防災訓練の実施事例

・洪水ハザードマップを活用した防災訓練
（岩手県水沢市）

出典：洪水ハザードマップ作成の手引き

・マップを使って実際に避難経路を
歩くことにより様々な問題点が明ら
かになった。

【効果】

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.2 事前情報の施策
④日常の生活に密着した
ハザードマップの作成(1)ハザードマップ等の周知に関する施策
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○ハザードマップに河川情報が入手できるQRコードを掲載

出典：尼崎市ＨＰ

・ハザードマップに
水位観測所とその
河川情報の入手先
のＱＲコード等を同
時に表示することで、
情報が入手しやすく
なる。

イメージ図

水位情報はココから入手

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.3 避難に関する情報の施策

②ハザードマップや、「まるごとまちごと
ハザードマップ」等へのＱＲコード等の記載

(1)事前情報とリアルタイム情報の組み
合わせの施策

事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績の浸水深を記載した標識にQRコードを掲載した事例

3.1 河川情報及び防災情報の具体的施策 3.1.3 避難に関する情報の施策

(1) 事前情報とリアルタイム情報の組み
合わせの施策

②ハザードマップや、「まるごとまちごと
ハザードマップ」等へのＱＲコード等の記載
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(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

勾配を表す図（例）

○洪水ハザードマップに地形の特徴を記載する方法例

①

②

③

④

Ａ

B
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閏賀地区4
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閏賀地区2
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閏賀地区A

閏賀地区B

浸水深：1.71m

浸水深：0.48m

揖保川

閏賀平均勾配 １／１２０
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①周辺地形・避難経路の
危険性を周知する取り組み

民家側の高低差を記載

まち歩き（昼間の部）

まち歩き（夜間の部）

アイコンを持って現場撮影

作業マップ

まちを歩く

夜間に歩くことに
よって照明がなく歩
くことができないこ
とが分かる。

○マイ防災マップの取り組み事例

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

①周辺地形・避難経路の
危険性を周知する取り組み
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○マイ防災マップの取り組み事例
（佐賀県多久市の例）

【特徴】
○ハザードマップに表現されていない微地形の表現や避難場所など地域の実態が明確化
○マイ防災マップは広く防災、防犯などに活用

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

①周辺地形・避難経路の
危険性を周知する取り組み

※作成は地元主体となり自治体、
河川管理者が支援

○小中学生が中心となった防災タウンウォッチングの事例

１．事前準備
○災害の種類、災害の恐ろしさ、地域の災害の歴史などを学習する

２．タウンウォッチングの実施
○グループ毎に地域の方と一緒に地区を歩き、自ら危険箇所を探したり、まちの
人に聞きながら地区の危険箇所、災害の時に役立つものなどを探す

３．地図づくり
○調べてきた危険箇所などを地図に落とし、説明を書き込む

４．グループ毎で成果を発表する
○発表に対し質問をしてもらう。また他のグループの発表には質問を行う。

自ら歩いて、まちの
危険箇所や防災設
備などを探すことで
、自分の防災意識
を確認し、対策は
何かを考える。

取り組み内容

学校が中心となって、地
域と共同し、防災タウン
ウォッチに取り組むこと
により、防災教育の向上
だけでなく、地域の連携
体制の構築を図る

目的

自分の防災対策
を考える

○防災意識の向上
○災害時の行動力
の向上

効果

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

①周辺地形・避難経路の
危険性を周知する取り組み
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○世界共通アイコンを使ってつくるグリーンマップの事例

出典：雑誌 FRONTO JUNE 2004 No.189

事例（玉川・まちの探検隊）

・小学校を対象として世田谷ボランティア協会が主催

・三日間に分けて実施されたこの活動は、二子玉川の街を
歩き、地図にアイコンを記録していった。

「まち」を歩き地域に目を向けるための活動であり、
そのプロセスを通じて「何が変わったか」、「どんな
影響を周囲に与えたか」に気づくことが重要です。

グリーンマップとは、世界共通アイコンを使って環境マップをつくる活動のことです。

常日頃からの「まち」を知ることにより、
有事の危険な場所が発見できる

(2)避難時の危険箇所の認識に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

①周辺地形・避難経路の
危険性を周知する取り組み

誰にでも解りやす
くとりまとめるに
はアイコンの使用
が有効

流速データと歩行避難困難度の関係を示した例

出典：「姫川洪水ハザードマップ
平成13年3月 糸魚川市、青海町

家屋浸水状況図（２階以上）例

■：家屋の２階以上浸水あり
■：家屋の２階以上浸水なし

注）一般的な二階建ての木造家屋について、地盤から一階壁高が3.35m
より、これ以下であれば、２階以上の浸水の可能性はないとした。

木造家屋倒壊危険度分布図例

○はん濫流による家屋倒壊の可能性、家にとどまった場合の2階以上
への浸水の可能性、避難時の歩行避難困難度の広がりの3項目を住
民に提供する事例

(3)安全な避難行動に関する施策
3.2 適切かつ迅速な避難に関する具体的施策 3.2.1 避難場所、避難経路に関する施策

①木造家屋倒壊の危険性 → 自宅にいても安全かどうかを確認する指標の１つ

②２階以上の浸水の可能性 → 自宅の２階にいても安全かどうかを確認する指標の１つ

③歩行避難困難度の広がり及び分布状況 → 避難時期と避難ルートの安全性を確認する指標の１つ
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(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力を高める
ための取り組み

○災害の語り部（地区の経験者）による講習会の事例

・災害を経験した語り部（講師）の言葉で
伝えられることにより、災害に対する心
構えや対処方法など話に現実味が出る。

○洪水を想定した防災訓練の事例（京都府与謝郡与謝野町 ）

・防災意識の高揚と防災体制の
強化を目的とした情報伝達、避
難訓練などが実施出来た。

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力を高める
ための取り組み
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事例（まるごとまちごとハザードマップ：豊岡河川国道事務所）

まるまちの特徴

○実績の浸水深等を記載した標識の設置事例
(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力を高める
ための取り組み

○行政、河川管理者による出前講座の事例（兵庫県豊岡市）

・将来の防災リーダーとして
育ってくれることを願い、講座
を開催している。

(1)防災意識の向上の施策
3.3 防災意識の向上の施策

①地域の防災総合力を高める
ための取り組み
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○水防専門家による水防講習会

出典：社団法人 全国防災協会

・水防団員数の減少
・高齢化
・サラリーマン団員の増加による平日の参集人員の不足
・指導者の不足
・実践経験の不足

充分な活動ができない状況
水防知識・技能の伝承・習得が困難

水防専門家による水防知識・技能の伝承・習得に取り組んでいる

［水防専門家］とは
水防団、消防団、国土交通省のＯＢを中心として、
水防関係業務に携わった経験を有し、水防知識・
技能の伝承･指導を行うことが可能な人材

任期：３年（３年ごとに登録更新）
登録者数：１００名（近畿７名） ［平成２２年４月２０日現在］

平成２１年度 水防専門家派遣実績
・派遣回数：３２回 （近畿５回）

・派遣機関：２７機関 （近畿５機関）

（和歌山県白浜町、滋賀県土木交通部河港課、琵琶湖河
川事務所、兵庫県県土整備部土木局、兵庫県篠山市、
秋田市３回、高知河川国道事務所２回、徳島河川国道
事務所２回、宮崎県河川課２回）

・延べ派遣者数：６５名 （近畿８名）

水防専門家の活動内容
・水防訓練における水防工法の指導
［平成２１年度派遣目的］
水防訓練、高津川水防演習、益田地区総合防災訓練、
宮崎県総合防災訓練、富士川水防訓練、水防演習、
水災訓練、総合防災訓練、防災訓練

・水防に関する講習
［平成２１年度派遣目的］

水防工法講習会、水防工法に関する講演、
新規採用職員研修、水防技術講習会、水防研修会、
水難事故講習会、水防講習会

(1)水防活動の施策
3.4 水防活動の具体的施策

①地域防災を担う人材の育成および人員の
確保、水防意識の向上の取り組み

○水防演習の実施事例

出典：国土交通省（水防の基礎知識）

一人ひとりが水防の意義及び
重要性について理解し、水防
意識の向上、知識・技能の伝
承・習得を図るため、水防演
習を実施する

出典：豊岡河川国道事務所ＨＰ 実戦に役立つように工夫した訓練の実施

淀川の陸閘操作訓練

(1)水防活動の施策
3.4 水防活動の具体的施策

①地域防災を担う人材の育成および人員の
確保、水防意識の向上の取り組み
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出典：長久手町ＨＰ

家庭でも出来る簡易水防工法を水防演習に取り入れ、住民の知識の向上を行っている

ゴミ袋を利用した簡易水防工法

2枚重ねの20リットル用ゴミ袋を2重にして、約10リットルの水道水を封入し、ありあわせ
の板２枚とインターロッキング用のレンガで固定し、玄関等への浸水を防ぐ工法です。

出典：災害・防災コラム（集中豪雨や水害に備える）

(1)水防活動の施策
3.4 水防活動の具体的施策

①地域防災を担う人材の育成および人員の
確保、水防意識の向上の取り組み

○家庭でも出来る簡易水防工法を取り入れた
水防演習の事例

○水防協力団体制度の活用

出典：国土交通省

水防協力団体が行う活動の事例

［水防協力団体］とは
自助、共助、公助のバランスの取れた水防活動体制の確立を図るために、
水防管理者により指定され、水防団・消防団等と連携して水防協力業務を
行い、水害の軽減に貢献する。

【対象：公益法人及び特定非営利活動法人（ＮＰＯ）】

水防協力団体の活動内容

○災害時の活動
・異常箇所の発見等の情報収集
・巡視
・避難援助
・土のう袋詰め、運搬等の後方支援

○平常時の活動
・水防に関する情報等の収集、提供

・水防に関する調査研究
・水防に関する知識の普及・啓発
・水防訓練への参加

(1)水防活動の施策
3.4 水防活動の具体的施策

①地域防災を担う人材の育成および人員の
確保、水防意識の向上の取り組み

参-21



(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

①少しでも壊れにくい堤防整備の取り組み

○堤防補強

出典：第2回千種川委員会資料（兵庫県）

 天端舗装 法覆工 

(張ブロック等) 

エプロン又は 
堤脚水路 

法覆工（張ブロック） 

【巻堤イメージ】

ただし、一般の堤防区間において越水しても堤防を壊れないようにする技
術については、現状では確立されていない。
越水した場合に堤防が壊れにくく、壊れるまでの時間を遅らせるなど、危険
度を軽減する効果を期待。

 側帯 
【側帯イメージ】

湾曲等の影響で洪水位が計画高水位を超え、また、氾濫で甚大な被害の
発生が想定される区間においての対策

【水害防備林】

出典：国土交通省徳島河川国道事務所HP

・水害防備林を整備することにより、
万一洪水が発生してもその勢いを
弱め、堤防付近の家屋等に対する
被害軽減が図れる。

○はん濫流速軽減対策

整備前
整備後現況

(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

①少しでも壊れにくい堤防整備の取り組み
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○はん濫域対策
【輪中堤、二線堤など】

輪中堤、二線
堤などを整備し
た区間におい
てはん濫が発
生

超過
洪水

下流域に対す
る負担軽減と
なる

連続堤防の整備に比
べ、輪中堤、二線堤な
どの整備を行うことによ
り早期に家屋の浸水被
害が解消できる

輪中堤、二線堤などにより浸
水被害から住家を守るととも
に、それ以外の区域では新
たな住家が立地しないよう災
害危険区域の指定等の措置
が必要

(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

②流域一体となった取り組み

○家屋浸水被害軽減対策

出典：「わが家の大雨対策－安心な暮らしのために」 （財）日本建設防災協会

・家の床を高くしたり、防水機能のある壁を設置したりすれば、水害
が発生しても被害を軽減出来る。

【耐水性建築】

嵩上げ（盛り土） 建物防水（耐水性のある材料の使用）

嵩上げ（盛り土）部

出典：「わが家の大雨対策－安心な暮らしのために」 （財）日本建設防災協会

(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

②流域一体となった取り組み
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○森林、砂防施設整備

出典：第2回千種川委員会資料

【土砂・流木の流出対策の強化】

(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

②流域一体となった取り組み

砂防えん堤や治山ダムの整備により、土砂や流木の流出防止を図り、
洪水時の流下阻害を防ぐ

里山砂防とは・・・
◆過疎化などの影響で荒廃が進んだ山林を、住民と連携して保全を図る取り組み。
◆里山地域の土砂災害からの安全を図るのと併せ、自然環境豊かで災害に強い地域づくりを行う。

＜流木等による下流での被害＞

＜上流域の荒廃＞

流域の現状

砂防堰堤の整備にとどまらず、周辺の山
林の保全を図ることにより、土砂災害か
らの安全が図れるとともに、河川の流木
被害の解消も期待できる。

地域や子供たち等の住民参加により森
づくりを実施

砂防堰堤工事により設置した工事用
道路は間伐材の搬出等に活用。

○里山砂防の推進

地域住民等の
参画

工事用・管理用
道路の活用

(1)超過洪水対策の施策
3.5 河川整備の具体的施策

②流域一体となった取り組み
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